
指定居宅介護支援重要事項説明書 

 

１ やすらぎ居宅介護支援事業所の概要 

 

（１） 提供できる居宅サービスの種類と地域 

 

事 業 所 名 やすらぎ居宅介護支援事業所 

所 在 地 青森県三沢市大字三沢字淋代平 116 番 3097 

電 話 番 号 ０１７６－５９－３６１９ 

FAX 番号 ０１７６－５９－３６４１ 

事業所番号 ０２７０７００２８９ 

サービスを提供できる地域 

※ 

三沢市・おいらせ町の一部区域（旧下田町）・東北町の

一部区域（旧上北町）・六戸町 

※ 上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください 

 

（２）当事業所の職員体制 

 

職 名 資 格 常 勤 非常勤 合 計 業 務 内 容 

 

管理者 

及び 

介護支援 

専門員 

 

(管理者) 

主任介護支

援専門員 

(介護支援専

門員) 

介護福祉士 

 

 

 

 

2 名 

 

 

   2 名 

業務の管理 

自宅訪問・居宅サービスの計

画・作成及び医療(主治医、歯科

医、薬剤師、看護師等)、指定居

宅サービス事業所との連携・連

絡調整・サービス担当者会議の

開催･課題分析・モニタリング・

介護保険施設等の紹介・地域と

の関わり・障害福祉制度の相談

支援員との連携・給付管理等 

勤務時間 午前８時３０分 ～ 午後５時３０分 

 

（３）サービスの提供時間帯 

 

 

 

 

※ 緊急連絡先 ０１７６－５９－３６１９（２４時間対応）   

 ＊サービス提供時間帯以外は携帯電話への転送対応となります       

 

 

 

平   日 午前８時３０分 ～ 午後５時 

休 業 日 土・日・祝日 （12 月 31 日～１月３日） 
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２ 当事業所の居宅介護支援の特徴 

 

（１） 運営の方針                                 

① 指定居宅介護支援の提供に当たっては、ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応

じて、ご利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所

から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。   

② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、ご利用者の意思および人格を尊重し、常にご利用者の

立場に立って、ご利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サー

ビス事業所に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。 

③ 事業所の運営に当たっては、市町村、医療機関（歯科医、薬剤師含む）、在宅介護支援センター、

他の指定居宅介護支援事業者、介護保健施設等、障害福祉制度の相談員支援員等との保健・

医療・福祉サービスとの連携に努めます。 

※医療との連携 

  訪問介護事業所等から伝達されたご利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等

の際に介護支援専門員自身が把握したご利用者の状態等について、介護支援専門員から主治

の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

④ 当事業所は標準担当件数、45 件未満（40 件）としております。 

 

（２） 居宅介護支援の実施概要 

当事業所が行う居宅介護支援の事業は、ご利用者が可能な限りその居宅において，ご利用者が有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援します。 

① 要介護申請の申請代行 

  各市町村に対し、要介護認定申請の手続きを代行します。 

② 居宅サービス計画の立案 

ご 利用者の希望に沿って、その方の状態にあった適切な在宅及び施設サービスが利用できるよう

計画を作成します。なお、サービス担当者会議は、利用者自宅又は入院の医療機関等で行いま

す。 

③ 情報提供 

ご利用者に適切な情報を提供します。 

④ 連携、連絡調整 

 市町村、医療、サービス事業所、介護保険施設との連携、連絡調整を行います。 

⑤ 相談 

ご利用者からの相談は、自宅への訪問、電話、当事業所へ來所していただく等で行います。 

 

（３） サービス利用のために 

事   項 備        考 

介護支援専門員 変更を希望される方はお申し出ください。 

調査（課題把握）の方法 ＭＤＳ－ＨＣ方式による 

介護支援専門員への 

研修の実施 
年 2 回 研修を実施しています。他、適宜受講。 
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（４） 居宅介護支援の業務範囲外の内容 

  介護支援専門員は居宅サービス計画書の作成やサービスの調整等を行いますが、下記に示すような

内容は業務範囲外となります。これらのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職等を紹介いたします。 

 

 

 

  居宅介護支援の業務範囲外の内容 

・救急車への同乗 

・入退院時の手続きや生活用品調達等の支援 

・家事の代行業務 

・直接の身体介護 

・金銭管理 

  

３ 利用料金 

（1）居宅介護支援利用料 

    要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額支給されますので自己負担はありません。但し、

ご利用者の方の介護保険料の滞納などにより、介護保険からの給付が受けられない場合は、下記に定

めるサービス利用料金をお支払い頂き、事業所からサービス提供証明書を発行します。後日、サービス

提供発行書を保険者の窓口に提出すると、全額が払い戻されます。 

 

 ※居宅介護支援（Ⅰ） 介護支援専門員一人

あたりの利用者 45 件未満  

 

 （2） 加算 

 ・初回加算  200 単位/月  （算定要件）新規に居宅サービス計画書を作成する場合、要介護状態区

分が 2 区分変更された場合 

  ・入院時情報連携加算（Ⅰ） 250 単位/月 （算定要件） 利用者が病院または診療所に入院したその

日のうちに当該病院または診療所の職員に対して利用者に

関する必要な情報を提供。入院日以前の情報も含む。 

  ・入院時情報連携加算（Ⅱ）200 単位/月（算定理由） 入院した日の翌日または翌々日の場合。 

  ・退院・退所加算 

（３） 減算 

  ・特定事業所集中減算 料金：所定単位数の 50％で算定 

   （減算要件）正当な理由なく特定の事業所に 80％以上集中した場合（指定訪問介護・指定通所介護・

指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与） 

  ・運営基準減算 料金：一月につき 200 単位を減算 

   （減算要件）運営基準に沿った、適切な居宅介護支援が提供できていない場合 

（４） その他  交通費 

    前記 1 の（1）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

    それ以外の地域にお住まいの方は、介護支援専門員が訪問するための交通費を実費でご負担してい

ただくことになります。 

  自動車を使用した場合は、 事業所から片道 11 キロメートルまで無料 

               事業所から片道 11 キロメートル以上 

                  1 キロメートル増すごとに 250 円に 50 円を追加 

 要介護 1・2 

 要介護 3・4・5 

１０,８６０円 

１４,１１０円 
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解約料 

 解約料は一切かかりません。 

 

 料金の支払方法 

     毎月、10 日までに前月分の請求をいたしますので、10 日以内にお支払いください。お支払いいただき

ましたら、領収書を発行いたします。 

     お支払方法は、銀行振込、銀行口座自動引落、現金集金の 3 通りの中から選べます。 

  

４ サービスのご利用方法 

 

（1） サービスの利用・契約の開始 

     まず、相談窓口の電話番号にお電話ください。事業所の介護支援専門員がご自宅に伺い、契約を

締結した後、サービスの提供を開始させていただきます。 

（２） 契約期間について 

     契約は、契約手続きを行った日に開始となり、ご利用者の要介護状態区分の有効期限が満了する

日をもって終了いたします。 

  但し、ご利用者から文書でのお申し出がない場合には、この期間は自動的に更新されます。 

（３） サービス・契約の終了 

① ご利用者のご都合でサービスを終了する場合 

文書でお申し出くださればいつでも解約できます。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむをえない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございますが、その

場合は、終了１か月前までに文書で通知するとともに、他の居宅支援事業所をご紹介いたします。 

③ 自動終了 

 以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ ご利用者が介護保険施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）、要支援

1、要支援 2 と認定された場合 

・ ご利用者が亡くなられた場合 

④ その他 

事業所は、正当な理由がなく、居宅介護サービスの提供を拒否することはありません。ただし、以下

の場合は、居宅サービスを中止させていただくとともに、ただちに当該市町村に状況報告をいたしま

す。 

① 介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わない等により、要介護状態等の悪化をも

たらす場合 

② 偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、または受けようとした場合 

③ 以下のような行為があり、ハラスメントに該当するとみなされる場合 

■暴力又は乱暴な言動、無理な要求 

         ・物を投げつける、刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払いのける、怒鳴る、奇声、大声を発

する、対象範囲外のサービスを強要する 
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        ■その他   

         ・セクシャルハラスメント、ストーカー行為 など 

 

５ 事故発生時の対応 

 （1） 居宅支援の提供により事故が発生した場合は、ご利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措

置を講じ、速やかにご利用者がお住まいの市町村、ご家族などに連絡を行います。 

     また、事故の状況及び事故に際して措置について記録するとともに、その原因を究明し、再発を防ぐ

ための対策を講じます。  

 

医療機関等 主治医等の氏名 

連絡先 

緊急連絡先 氏 名 

連絡先 

 

（2）事業所は居宅支援の提供により損害賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。

当事業所は、東京海上日動火災株式会社と損害賠償保険契約を結んでおります。 

 

６ 個人情報の保護 

（１） 情報の保護および利用の制限 

事業所は、業務上知り得たご利用者およびご家族等の個人情報を正当な理由なく第三者に漏らすこ

とはございません。 

ただし、ご契約に基づくサービスを提供するうえで必要な場合、「個人情報取扱同意書」に定められた

範囲内で必要な情報を提供させていただきますので、あらかじめご理解ください。 

（２） 個人情報の利用目的の変更 

次に記載される事項に該当する場合は、必要とされる情報を提供するとともに、利用目的の変更につ

いてご連絡いたします。 

ア、 法令に基づく場合。 

イ、 人の人命、身体または財産の保護のために必要であった、事前に同意を得ることが困難であると

き。 

ウ、 国の機関もしくは地方公共団体、またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要があり、ご利用者の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとき。 

（３）  守秘義務の継続 

この守秘義務は、ご利用者と事業者のご契約が終了した後も守られます。 

  

７ 身分証携行義務 

  介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提

示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 
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８ 業務継続計画の策定等 

（１） 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

（２） 感染症及び災害に係る研修を定期的（年 1 回以上）に行います。 

（３） 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 

（４） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

９ 衛生管理等 

(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね 6 月に 1 回以上開催

するとともに、その結果について従業者に周知します。 

(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。 

(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施しています。 

(4)介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(5)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

10 入院時の情報提供 

居宅介護支援事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるように、ご利用者が入院した場

合には、担当介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院先の医療機関にお知らせいただきます様、

お願いいたします（お渡しした名刺等をご提示ください）。 

 

11 サービス事業所の選択 

    居宅サービス計画書に位置付ける居宅サービス事業所については、複数の事業所の紹介を求めるこ

とができます。また、介護支援専門員に対して、当該事業所を居宅サービス計画書に位置付けた理由

を求めることができます。 

 

12 公正中立なケアマネジメントの確保（サービス割合） 

   ※別紙をご参照ください。 

 

13 虐待の防止のための措置 

 ご利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じます。 

 （1）虐待防止に関する責任者の選定及び措置  管理者  

 （2）成年後見制度の利用支援 

 （3）従業者に対する虐待の防止を啓発。普及するための研修の実施 

 （4）虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知

徹底 

 （5）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 
 
14 身体拘束について 

  事業者は原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合

など、利用者本人に対してまたは他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用
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者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場

合は、身体的拘束を行った日時、理由及び様態等についての記録を行います。また事業者として、身体

的拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 
（１） 切迫性・・・直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 
（２） 非代替性・・・身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とを防止することができない場合に限ります。 

（３） 一時性・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場

合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

15 サービス内容に関する苦情 

 

（１） 当事業所のご利用者相談・苦情窓口 

担 当 者   高田 ひとみ ・ 江澤 千鶴子  

電  話   ０１７６－５９－３６１９ 

受 付 日   月～金 （ただし、国民の祝日及び 1 月 1 日～１月３日を除く） 

受付時間   午前８時３０分～午後５時 

      

（２） その他 

当事業所以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合の相談・苦情窓口など

に苦情を伝えることができます。 

   ① 各市町村介護保険課      (三沢市介護福祉課 ０１７６－５１－８７７３) 

   ② 青森県国民健康保険団体連合  (苦情処理委員会 ０１７－７２３－１３３６) 

   ③ 青森県運営適正化委員会    (福祉サービス相談センター ０１７－７３１－３９３８) 
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令和   年   月   日 

 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、ご利用者に対して本書面に基づいて、重要事項を説明いたしました。 

 

 

〈事 業 所〉 

 

                所 在 地 青森県三沢市大字三沢字淋代平 116 番 3097 

                

                   名   称 やすらぎ居宅介護支援事業所 

                    

                     説明者氏名                  印 

 

 

 

 

 

 私は、本紙面により、事業所から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けました。 

 

 

 

＜利 用 者＞  住 所 

 

                                氏 名                   印 

 

 

＜代 理 人＞  住 所 

 

                                氏 名                   印 

        

                               （利用者との関係                ） 


